
議案第６５号 

相模原市立相模川自然の村条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模川自然の村条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和８年５月２９日提出 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

相模原市立相模川自然の村条例の一部を改正する条例 

相模原市立相模川自然の村条例(昭和５９年相模原市条例第９号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条第５項中「限る」の次に「。次項において同じ」を加え、「同項」を「第

５条第１項」に改め、同項ただし書中「その限りでは」を「、この限りで」に改め、

同条第６項中「(利用する日数及び人数を減ずる変更に限る。)」を削り、「場合

は」を「ときは」に改める。 

第１９条第１項中「かつ、」の次に「特に緊急を要するため」を加え、「いとま

がない」を「時間的余裕がないことが明らかである」に改める。 

「 

別表中「第４条、」を削り、 
１，３００円 

を 
４５０円 

 」 

「 

１，６００円 
に改める。 

５５０円 

 」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表の規定は、令和９年４月１日以後の利用に係る料金について適用
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し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立相

模川自然の村の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案

するものである。 
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議案第６５号関係資料 

 

   相模原市立相模川自然の村条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立相模川自然の村の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

施設 単位 
利用料金 

現行 改定後 

大広間 １時間につき １，３００円 １，６００円 

会議室 １時間につき ４５０円 ５５０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和９年４月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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議案第６６号  

 

相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立市民健康文化センター条例(昭和５８年相模原市条例第１３号)の一部

を次のように改正する。 

                「 

別表第１項第１号アの表中 

大人 ４，５００円 

を 

小人 ２，２５０円 

大人   ３３０円 

小人   １６０円 

７，３００円 

１４，６００円 

１１，５５０円 

２３，１００円 

９，７００円 

３，７００円 

４，５００円 

４，２００円 

                        」 

「 
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大人 ５，８００円 

に改め、同号イの表中 

   
   

小人 ２，９００円    
   

大人   ４２０円    
   

小人   ２１０円 「   
  

９，４５０円  大人 ４，５００円  
  
 小人 ２，２５０円  

１８，９００円   
 大人   ３３０円  
  

１５，０００円  小人   １６０円  を 
 
 ４，２００円  

３０，０００円   
 ８，４００円  
  

１０，６００円  ８，４００円  
  

４，８００円 
  」 
  
   
   

５，８００円    
   

５，４００円    
   

           」 

「 

大人 ５，８００円 

 に改める。 

小人 ２，９００円 

大人   ４２０円 

小人   ２１０円 

５，４５０円 

１０，９００円 

１０，９００円 

           」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号ア(プール及び浴室に係る部分を除く。)及びイ(プ

ール及び浴室に係る部分を除く。)の規定は、令和９年４月１日以後の利用に係
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る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によ

る。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

市民健康文化センター及び相模原市立北市民健康文化センターの利用に係る料金

の規定を改正いたしたく提案するものである。 
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議案第６６号関係資料 

 

   相模原市立市民健康文化センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立市民健康文化センター及び相模原市立北市民健康文化センターの利

用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

（１）相模原市立市民健康文化センターの施設の基本利用料金  

施設 単位 
金額 

現行 改定後 

プール １日 大人 ４，５００円 大人 ５，８００円 

小人 ２，２５０円 小人 ２，９００円 

浴室 １回 大人   ３３０円 大人   ４２０円 

小人   １６０円 小人   ２１０円 

多

目

的

会

議

室 

多目

的会

議室

１ 

１／２ １日 
７，３００円 ９，４５０円 

全面 
１４，６００円 １８，９００円 

多目

的会

議室

２ 

１／２ １日 
１１，５５０円 １５，０００円 

全面 
２３，１００円 ３０，０００円 

工作室 １日 ９，７００円 １０，６００円 

講

習

室 

講習室１ １日 
３，７００円 ４，８００円 

講習室２ 

講習室３ １日 ４，５００円 ５，８００円 

茶室 １日 ４，２００円 ５，４００円 

備考 この表において、「１日」とは、プールにあっては９時３０分から２０

時までを、プール以外の施設にあっては９時から２２時までをいう。 

（２）相模原市立北市民健康文化センターの施設の基本利用料金  
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施設 単位 
金額 

現行 改定後 

プール １日 大人 ４，５００円 大人 ５，８００円 

小人 ２，２５０円 小人 ２，９００円 

浴室 １回 大人   ３３０円 大人   ４２０円 

小人   １６０円 小人   ２１０円 

多目的会

議室 

１／２ １日 ４，２００円 ５，４５０円 

全面 ８，４００円 １０，９００円 

講習室 １日 ８，４００円 １０，９００円 

備考 この表において、「１日」とは、プールにあっては９時３０分から２０

時までを、プール以外の施設にあっては９時から２２時までをいう。 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１(１)(プール及び浴室に係る部分を除く。)及び(２)(プール及び浴室に係

る部分を除く。)に係る規定は、令和９年４月１日以後の利用に係る料金につ

いて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることと

するもの 
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議案第６７号  

 

相模原市営斎場条例の一部を改正する条例について 

相模原市営斎場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市営斎場条例の一部を改正する条例 

 相模原市営斎場条例(平成４年相模原市条例第１２号)の一部を次のように改正す

る。 

別表第２大式場の項中「５０，０００円」を「５４，０００円」に、「７５，０００

円」を「９７，０００円」に改め、同表小式場の項中「６０，０００円」を

「７８，０００円」に改め、同表霊安室の項中「５，０００円」を「６，５００

円」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に同表に掲げる施設の利

用の承認を受ける者の利用に係る使用料について適用し、同日前に同表に掲げる

施設の利用の承認を受けた者の利用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市営

斎場の利用に係る使用料の規定を改正いたしたく提案するものである。 
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議案第６７号関係資料 

 

   相模原市営斎場条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市営斎場の利用に係る使用料の規定の改正(別表第２関係) 

区分 単位 

使用料 

市内住民等に 

係るもの 

市外住民等に 

係るもの 

現行 改定後 現行 改定後 

大式場 １回 50,000円 54,000円 75,000円 97,000円 

小式場 １回 40,000円 改定なし 60,000円 78,000円 

霊安室 １体２４時間につき 3,000円 改定なし 5,000円 6,500円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

   １に係る規定は、令和９年１月１日以後に施設の利用の承認を受ける者の利

用に係る使用料について適用し、同日前に施設の利用の承認を受けた者の利用

に係る使用料については、なお従前の例によることとするもの 
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議案第６８号  

 

相模原市立男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例につい

て 

相模原市立男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

  

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立男女共同参画推進センター条例(平成１１年相模原市条例第２７号)の

一部を次のように改正する。 

第８条第１項中「第２条」を「第２条第１項」に改める。 

別表中「第１０条」を「第５条、第１０条」に改め、同表第２項の表中「２００

円」を「２３０円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立男

女共同参画推進センターの利用に係る使用料の規定の改正その他所要の改正をい

たしたく提案するものである。 
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議案第６８号関係資料 

 

   相模原市立男女共同参画推進センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立男女共同参画推進センターの利用に係る使用料の規定の改正(別表

関係) 

個人使用料  

     利用単位 

      (時間) 

室名 

午前(９時から１２時まで)、午後(１３時から１７時まで)

及び夜間(１８時から２２時まで)の各区分 

現行 改定後 

セミナールーム１ 

各区分ごとに 

 １人 ２００円 

 (小学生以上の者) 

各区分ごとに 

 １人 ２３０円 

 (小学生以上の者) 

セミナールーム５

(食工房) 

セミナールーム６

(生活工房) 

２ 施行期日 

  令和９年１月１日 
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議案第６９号  

 

相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について 

相模原市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市都市公園条例の一部を改正する条例 

相模原市都市公園条例(昭和４５年相模原市条例第１１号)の一部を次のように改

正する。 

別表第１の１の項中「であって」を「であつて」に、「もって」を「もつて」に、

「あっては」を「あつては」に改め、同表８の項中「あっては」を「あつては」に

改める。 

「  「   

 

別表第２第５項第１号の表中 

 

4,200 円 

を 

5,400 円 

に、 

10,500 円 13,500 円 

8,400 円 10,800 円 

21,000 円 27,000 円 

7,000 円 9,100 円 

35,000 円 45,500 円 

70,000 円 91,000 円 

7,000 円 9,100 円 

  」  」 

「  「  「  「   

 

4,200 円 

を 

5,400 円 

に、 

4,100 円  

を 

 

4,600 円 

 に、 21,000 円 27,000 円 20,500 円 23,000 円 

4,200 円 5,400 円 4,100 円 4,600 円 

」 」 」 」
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 「 「
「 「

160 円 170 円 
 280 円 

を 

340 円 

に、 
480 円 

を 
510 円 

に改め、同 140 円 170 円 
280 円 360 円 

2,300 円 2,300 円 
140 円 180 円 

  」  」
」  」

表備考１中「、小学校」を「小学校」に改める。 

「  「

別表第４第１項の表中 

105,000 円 

を 

136,500 円 

に改め、別表第４第 

262,500 円 341,250 円 

410 円 500 円 

200 円 250 円 

2,050 円 2,500 円 

76,800 円 99,800 円 

192,000 円 249,500 円 

410 円 500 円 

200 円 250 円 

2,050 円 2,500 円 

  」 」

４項の表備考３中「、この」を「この」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の別表第２第５項第１号(ニュースポーツ広場の一般利用及び屋外水泳

プールに係る部分を除く。)及び別表第４第１項(競技場及び第２競技場の一般利

用に係る部分を除く。)の規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る使用料及

び料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び料金については、なお従

前の例による。 
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提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う有料公園施設

の利用に係る使用料及び料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案す

るものである。 
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議案第６９号関係資料 

 

   相模原市都市公園条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

有料公園施設の利用に係る使用料及び料金の規定の改正(別表第２及び別表第

４関係) 

（１）運動施設の使用料 

種類 単位 
金額 

現行 改定後 

人
工
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド 

相模原スポ

ーツ・レク

リエーショ

ンパーク 

半面 市民 ２時間

につき 

4,200円 5,400円 

市民以外のもの 10,500円 13,500円 

全面 市民 8,400円 10,800円 

市民以外のもの 21,000円 27,000円 

野 
球 
場 

横山公園 専用利用 入場料等

を徴収し

ない場合 

市民 ２時間

につき 

7,000円 9,100円 

  市民以

外のも

の 

35,000円 45,500円 

 入場料等を徴収す

る場合 

 
70,000円 91,000円 

一般利用 １回 7,000円 9,100円 

軟式野球場 

 

 

専用利用 市民 ２時間

につき 

4,200円 5,400円 

市民以外のもの 21,000円 27,000円 

一般利用 １回 4,200円 5,400円 

少年野球・ソフ

トボール場 

専用利用 市民 ２時間

につき 

4,200円 5,400円 

市民以外のもの 21,000円 27,000円 

一般利用 １回 4,200円 5,400円 

グラウンド 

 

専用利用 市民 ２時間

につき 

4,100円 4,600円 

市民以外のもの 20,500円 23,000円 

一般利用 １回 4,100円 4,600円 
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ニュースポーツ

広場 

一般利用 大人 １回 280円 340円 

小人 140円 170円 

ゲートボール場 １面 市民 ２時間

につき 

160円 170円 

 市民以外のもの 480円 510円 

屋外水泳プール 大人 ２時間

につき 

280円 360円 

小人 140円 180円 

（２）運動施設の料金 

種類 単位 
金額 

現行 改定後 

競技場 専用利用 市民 

 

１日 

(８時３０分

～２０時３０

分) 

105,000円 136,500円 

市民以外のもの 
262,500円 341,250円 

一般利用 個人 大人 １回 410円 500円 

  小人  200円 250円 

 団体 ２０人ま

でごと 

 
2,050円 2,500円 

第２競技

場 

専用利用 市民 １日 

(８時３０分

～１８時３０

分) 

76,800円 99,800円 

市民以外のもの 
192,000円 249,500円 

一般利用 個人 大人 １回 410円 500円 

小人 200円 250円 

団体 ２０人ま

でごと 
2,050円 2,500円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和９年１月１日 

（２）経過措置 

   １(１)(ニュースポーツ広場及び屋外水泳プールに係る部分を除く。)及び

(２)(一般利用に係る部分を除く。)に係る規定は、令和９年７月１日以後の利
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用に係る使用料及び料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び料金

については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第７０号 

 

相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例 

相模原市立総合体育館条例(昭和５６年相模原市条例第１５号)の一部を次のよう

に改正する。 

「  「   

 21,970 円  28,540 円  

 32,950 円  42,800 円  

 43,940 円  57,080 円  

 65,900 円  85,600 円  

 15,300 円  19,850 円  

 30,600 円  39,700 円  

 17,500 円  22,700 円  

 6,550 円  8,500 円  

 13,100 円  17,000 円  

 6,550 円  8,500 円  

 13,100 円  17,000 円  

 9,600 円  12,400 円  

 別表第１項第１号アの表中 9,000 円 を 11,600 円  に 

 4,500 円  5,800 円  

 16,070 円  20,870 円  

 24,100 円  31,300 円  

 32,140 円  41,740 円  
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 48,200 円  62,600 円  

 4,600 円  5,900 円  

 4,600 円  5,900 円  

 4,800 円  6,200 円  

 9,600 円  12,400 円  

 9,600 円  12,400 円  

 5,900 円  7,600 円  

 2,950 円  3,800 円  

  」  」 

 「    

 

 施設区分ごとに 

大人 1,300 円 

小人 430 円 

 

 

 

 

改め、同項第２号アの表中 

 大人 1,000 円 

小人 500 円 

 

 

を 

 

 施設区分ごとに 

 大人 1,200 円 

 小人 600 円 

 

 

 

 

   」  

「    

 施設区分ごとに 

 大人 1,600 円 

 小人 530 円 
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 大人 1,300 円 

小人 650 円 

 

 

に改め、同号イの表中 

 施設区分ごとに 

 大人 1,500 円 

 小人 750 円 

 

 

 

 

  」  

「    「    

 大人 550 円 

小人 270 円 

 

 

を 

 大人 700 円 

小人 350 円 

 

 

に改める。 

  」    」  

 附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号アの規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

総合体育館及び相模原市立北総合体育館の利用に係る料金の規定を改正いたした

く提案するものである。 
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議案第７０号関係資料 

 

   相模原市立総合体育館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立総合体育館及び相模原市立北総合体育館の利用に係る料金の規定の

改正(別表関係) 

（１）施設の専用利用料金 

基本利用料金 

単位(時間) 

 

施設区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改定後 

相模原市立

総合体育館 

大体育室 １／３ ２１，９７０円 ２８，５４０円 

１／２ ３２，９５０円 ４２，８００円 

２／３ ４３，９４０円 ５７，０８０円 

全面 ６５，９００円 ８５，６００円 

中体育室 １／２ １５，３００円 １９，８５０円 

全面 ３０，６００円 ３９，７００円 

小体育室 １７，５００円 ２２，７００円 

柔道場 １／２ ６，５５０円 ８，５００円 

全面 １３，１００円 １７，０００円 

剣道場 １／２ ６，５５０円 ８，５００円 

全面 １３，１００円 １７，０００円 

弓道場 ９，６００円 １２，４００円 

大会議室 ９，０００円 １１，６００円 

小会議室 ４，５００円 ５，８００円 

相模原市立

北総合体育

館 

体育室 １／３ １６，０７０円 ２０，８７０円 

１／２ ２４，１００円 ３１，３００円 

２／３ ３２，１４０円 ４１，７４０円 

全面 ４８，２００円 ６２，６００円 
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 多目的室 ４，６００円 ５，９００円 

柔道場 ４，６００円 ５，９００円 

剣道場兼卓

球場 

１／２ ４，８００円 ６，２００円 

全面 ９，６００円 １２，４００円 

弓道場 ９，６００円 １２，４００円 

大会議室 ５，９００円 ７，６００円 

小会議室 ２，９５０円 ３，８００円 

（２）施設の個人利用料金 

ア 大体育室等 

単位(時間) 

 

施設区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改定後 

相模原市立

総合体育館 

大体育室 

施設区分ごとに 

大人 １，３００円 

小人 ４３０円 

施設区分ごとに 

大人 １，６００円 

小人 ５３０円 

中体育室 

小体育室 

柔道場 

剣道場 

弓道場 大人 １，０００円 

小人 ５００円 

大人 １，３００円 

小人 ６５０円 

相模原市立

北総合体育

館 

体育室 

施設区分ごとに 

大人 １，２００円 

小人 ６００円 

施設区分ごとに 

大人 １，５００円 

小人 ７５０円 

多目的室 

柔道場 

剣道場兼卓

球場 

弓道場 

  イ トレーニング室 

単位(時間) 

 

施設区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改定後 

相模原市立総合体育館及 大人 ５５０円 大人 ７００円 
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び相模原市立北総合体育

館 

小人 ２７０円 小人 ３５０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１(１)に係る規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る料金について適用

し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第７１号 

 

相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例について 

相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例 

相模原市立総合水泳場条例(平成８年相模原市条例第３７号)の一部を次のように

改正する。 

 「    「   

別表第１第１項第１号の表中 

 ２１７，７００円  

を 

 ２３５，２００円  

 ９５，８００円   １０３，５００円  

 ７３，１００円   ８０，０００円  

 ２１，１００円   ２７，４００円  

   」    」 

 「    

に改め、別表第１第２項第１号の表中 

 ５，３００円  

を 
 ２，６５０円  

 ５５０円  

 ２７０円  

   」  

「    

 ６，８００円  

に改める。 
 ３，４００円  

 ７００円  

 ３５０円  

  」  

   附 則 

25



 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項第１号の規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る

料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

総合水泳場の利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 
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議案第７１号関係資料 

 

   相模原市立総合水泳場条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立総合水泳場の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

（１）施設の専用利用の基本利用料金 

施設区分 単位 
金額 

現行 改定後 

５０ｍプール １日 

(９時～２１時

３０分) 

 

２１７，７００円 ２３５，２００円 

飛込プール ９５，８００円 １０３，５００円 

２５ｍプール ７３，１００円 ８０，０００円 

会議室 ２１，１００円 ２７，４００円 

（２）施設の個人利用の基本利用料金 

施設区分 単位 
金額 

現行 改定後 

プール 大人 １日 

(９時～２１時３０分) 

５，３００円 ６，８００円 

小人 ２，６５０円 ３，４００円 

トレーニン

グ室 

大人 １日 

(９時～２１時３０分) 

５５０円 ７００円 

小人 ２７０円 ３５０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１(１)に係る規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る料金について適用

し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 

27



 

 議案第７２号 

 

相模原市立グラウンド等スポーツ施設に関する条例の一部を改正する条

例について 

相模原市立グラウンド等スポーツ施設に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立グラウンド等スポーツ施設に関する条例の一部を改正する条

例 

相模原市立グラウンド等スポーツ施設に関する条例(平成１７年相模原市条例第

１６２号)の一部を次のように改正する。 

           「        「 

別表第３第２号アの表中 
300円 

を 
250円 

に改め、別表第３ 
1,500円 1,250円 

                  」        」 

      「        「 

第３号アの表中 

300円 

を 

250円 

に改め、別表第３第４号アの 
1,200円 1,000円 

160円 170円 

640円 680円 

             」        」 

「        「 

表中 
160円 

を 
200円 

に改め、別表第３第５号アの表中 
80円 100円 

         」        」 

「        「         「        「 

2,050円 2,300円 160円 170円 
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8,200円 
を 

 

9,200円 
に、 

 

480円 
 を 

510円 
 に 

4,100円 4,600円 800円 900円 

16,400円 18,400円 2,400円  2,700円 

       」        」         」        」 

改める。 

「  「  

別表第４第１号の表中 
200円 

を 
260円 

 に改 
600円 780円 

  」  」 

める。 

 附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、別表第３第２号アの改 

「        「 

正規定及び同表第３号アの改正規定(  
300円 

を 
250円 

に改め 
1,200円 1,000円 

                          」        」 

る部分に限る。)並びに次項の規定は、令和８年７月３日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第３第２号ア及び第３号ア(青野原グラウンド(テニスコート)に

係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料につ

いて適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第３第３号ア(青野原グラウンド(テニスコート)に係る部分を除

く。)及び第５号アの規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る使用料につい

て適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

グラウンド等スポーツ施設の利用に係る使用料及び料金の規定を改正いたしたく

提案するものである。 
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議案第７２号関係資料 

 

   相模原市立グラウンド等スポーツ施設に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立グラウンド等スポーツ施設の利用に係る使用料及び料金の規定の改

正(別表第３及び別表第４関係) 

（１）中沢グラウンド(テニスコート)の施設使用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改定後 

中沢グラウンド(テニ

スコート) 

１面 市民 ２時間

につき 

300円 250円 

市民以外のもの 1,500円 1,250円 

（２）青野原グラウンド(テニスコート)及び串川グラウンド(ゲートボール場)の施

設使用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改定後 

青野原グラウンド(テ

ニスコート) 

１面 市民 ２時間

につき 

300円 250円 

市民以外のもの 1,200円 1,000円 

串川グラウンド(ゲー

トボール場) 

１面 市民 ２時間

につき 

160円 170円 

市民以外のもの 640円 680円 

（３）小原プールの施設使用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改定後 

小原プール 大人 １回 160円 200円 

小人 80円 100円 

（４）名倉グラウンドの施設使用料 

施設名 利用単位 
使用料 

現行 改定後 

多目的グラウンド 半面 市民 ２時間

につき 

2,050円 2,300円 

市民以外のもの 8,200円 9,200円 

全面 市民 4,100円 4,600円 
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 市民以外のもの 16,400円 18,400円 

ゲートボール場 １面 市民 ２時間

につき

160円 170円 

 市民以外のもの 480円 510円 

多目的室 市民 ２時間

につき 

800円 900円 

市民以外のもの 2,400円 2,700円 

（５）ふじのマレットゴルフ場の施設利用料金 

施設名 利用単位 
利用料金 

現行 改定後 

ふじのマレットゴル

フ場 

市民 １回 200円 260円 

市民以外のもの 600円 780円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日。ただし、１(１)及び(２)(青野原グラウンド(テニスコー

ト)に係る部分に限る。)に係る規定並びに(２)アに係る規定は、令和８年７月

３日 

（２）経過措置 

ア １(１)及び(２)(青野原グラウンド(テニスコート)に係る部分に限る。)に

係る規定は、令和９年１月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同

日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によることとするもの 

イ １(２)(青野原グラウンド(テニスコート)に係る部分を除く。)及び(４)に

係る規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同

日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によることとするもの 

 

31



 議案第７３号 

 

相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例 

相模原市立相模原球場条例(平成２０年相模原市条例第４５号)の一部を次のよう

に改正する。 

 「    

  徴収した入場料の総額に１０分

の１を乗じて得た額 

ただし、その額が１９３，７００ 

円未満の場合は、１９３，７００

円 

  

  １４，９００円 

ただし、業として、催し等に利

用する場合は、２９，８００円 

  

  

別表第１項の表中 を 
 １４，９００円  

  １，８００円   

   ２，３００円   

  １，８００円   

  ５，９００円   

  大人 ２００円   

  小人 １００円   

  ８４０円   

   」  

「    
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 徴収した入場料の総額に１０分

の１を乗じて得た額 

ただし、その額が２５０，９００ 

円未満の場合は、２５０，９００

円 

  

 １９，３００円 

ただし、業として、催し等に利

用する場合は、３８，６００円 

  

   

  
に改め、同表備考７中「２００円」を「２６０ 

 １９，３００円  

 ２，２５０円   

 ３，０００円   

 ２，２５０円   

 ７，５００円   

 大人 ２６０円   

 小人 １３０円   

 ７００円   

  」  

円」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、別表第１項の改正規定 

「  「   

( ８４０円 を ７００円  に 

  」  」 

改める部分に限る。)及び次項の規定は、令和８年７月３日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項(会議室に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の 

日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第１項(体育室の個人利用及び会議室に係る部分を除く。)の規定

は、令和９年７月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に
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係る使用料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

相模原球場の利用に係る使用料の規定を改正いたしたく提案するものである。 
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議案第７３号関係資料 

 

   相模原市立相模原球場条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立相模原球場の利用に係る使用料の規定の改正(別表関係) 

施設使用料 

区分 単位 
使用料 

現行 改定後 

グ

ラ

ウ

ン

ド 

専用利用 入場料を徴収

する場合１日

につき 

徴収した入場料の総額

に１０分の１を乗じて

得た額 

た だ し 、 そ の 額 が 

１ ９ ３ ， ７ ０ ０ 円

未 満 の 場 合 は 、

１ ９ ３ ， ７ ０ ０ 円 

徴収した入場料の総額

に１０分の１を乗じて

得た額 

た だ し 、 そ の 額 が 

２ ５ ０ ， ９ ０ ０ 円

未 満 の 場 合 は 、

２ ５ ０ ， ９ ０ ０ 円 

入場料を徴収

しない場合２

時間につき 

１４，９００円 

ただし、業として、催

し等に利用する場合

は、２９，８００円 

１９，３００円 

ただし、業として、催

し等に利用する場合

は、３８，６００円 

一般利用 １回 １４，９００円 １９，３００円 

 
専用利用 午前９時から

正午まで 
１，８００円 ２，２５０円 

 午後１時から

午後５時まで 
２，３００円 ３，０００円 

  午後６時から

午後９時まで 
１，８００円 ２，２５０円 

体

育

室 

 

午前９時から

午後９時まで 
５，９００円 ７，５００円 

 延長又は繰上   
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  げ３０分につ

き 

２００円 ２６０円 

 個人利用 １回 大人 ２００円 大人 ２６０円 

 小人 １００円 小人 １３０円 

会議室 １時間につき ８４０円 ７００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日。ただし、１(会議室に係る部分に限る。)に係る規定及び

(２)アに係る規定は、令和８年７月３日 

（２）経過措置 

ア １(会議室に係る部分に限る。)に係る規定は、令和９年１月１日以後の利

用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、な

お従前の例によることとするもの 

イ １(体育室の個人利用及び会議室に係る部分を除く。)に係る規定は、令和

９年７月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る

使用料については、なお従前の例によることとするもの 
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議案第７４号  

 

相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例 

相模原市立市民会館条例(昭和４０年相模原市条例第２６号)の一部を次のように

改正する。 

第１４条第１項中「終つた」を「終了した」に、「取り消し」を「取り消され」

に改める。 

第１９条第１項中「かつ、」の次に「特に緊急を要するため」を加え、「いとま

がない」を「時間的余裕がないことが明らかである」に改める。 

「  「   

 別表第１号アの表中 
145,400 円 

を 
155,400 円 

 に改め、別表第２号ア 
189,000 円 202,000 円 

  」  」 

「  「     

の表中 

22,800 円 

を 

23,300 円 「   

7,500 円 7,800 円  6,000 円  

11,400 円 11,700 円  に、 6,700 円  を 

7,500 円 7,800 円  2,100 円  

3,700 円 3,900 円   」 

  」  」   

「 

6,400 円  

6,900 円  に改める。 

37



2,300 円  

    」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１号アの規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係る料金に

ついて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第２号アの規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る料金につ

いて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市民会

館の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するもので

ある。 
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議案第７４号関係資料 

 

   相模原市立市民会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市民会館の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

（１）ホールの基本利用料金 

区分 

１日 

９時～２２時 

現行 改定後 

平日 １４５，４００円 １５５，４００円 

土曜日・日曜日・休日 １８９，０００円 ２０２，０００円 

（２）会議室等の基本利用料金 

区分 

 

室名 

１日 

９時～２２時 

現行 改定後 

第１大会議室 ２２，８００円 ２３，３００円 

第１中会議室 ７，５００円 ７，８００円 

第２大会議室 １１，４００円 １１，７００円 

第２中会議室 ７，５００円 ７，８００円 

第２小会議室 ３，７００円 ３，９００円 

講習室 ６，０００円 ６，４００円 

第３中会議室 ６，７００円 ６，９００円 

第４小会議室 ２，１００円 ２，３００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

  ア １(１)に係る規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係る料金について

適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとす
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るもの 

  イ １(２)に係る規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る料金について適

用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとする

もの 
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議案第７５号  

 

相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例 

相模原市立文化会館条例(平成元年相模原市条例第２６号)の一部を次のように改

正する。 

第２０条第１項中「かつ、」の次に「特に緊急を要するため」を加え、「いとま

がない」を「時間的余裕がないことが明らかである」に改める。 

 「    「    

 別表第１項第１号の表中 

 295,400 円  

を 

 323,100 円  

に改め、別表 

  

384,000 円 

 

   

420,000 円 

 

 

 204,600 円   223,800 円  

 

266,000 円 

  

290,900 円 

 

 40,200 円   44,000 円  

 

52,200 円 

  

57,100 円 

 

   」    」  

 「  「   

第２項第１号の表中  
36,900 円 

 を 
47,900 円 

 に改め、別表第３項 
10,300 円 11,300 円 

」 」 
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 「  「      
 「  

の表中  

4,200 円 

 を 

4,600 円 

 に、 

  
 6,600 円 

 を 4,200 円 4,600 円  
 6,600 円 

14,100 円 15,400 円  
  」 

   」  」   
   

「 

 
6,800 円 

 に改め、別表第４項第２号の表備考２中「前号の表備考４」を 
6,800 円 

     」 

「前号の表備考２」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、別表第４項第２号の表

備考２の改正規定は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号、第２項第１号及び第３項の規定は、令和１０年１

月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金について

は、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市文化

会館の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するもの

である。 
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議案第７５号関係資料 

 

   相模原市立文化会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市文化会館の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

（１）ホールの基本利用料金  

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改定後 

大ホール 客席数１，７９０

席の場合 

平日 ２９５，４００円 ３２３，１００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

３８４，０００円 ４２０，０００円 

客席数１，２４０

席の場合 

平日 ２０４，６００円 ２２３，８００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

２６６，０００円 ２９０，９００円 

多目的ホール 平日 ４０，２００円 ４４，０００円 

 

土曜日 

日曜日 

休日 

５２，２００円 ５７，１００円 

（２）リハーサル室等の基本利用料金  

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改定後 

リハーサル室 ３６，９００円 ４７，９００円 

練習室 １０，３００円 １１，３００円 

（３）附属設備の利用料金  

 １日 

区分 (９時～２２時) 

43



 現行 改定後 

大ホール 楽屋８ ４，２００円 ４，６００円 

 楽屋９ ４，２００円 ４，６００円 

 楽屋１０ １４，１００円 １５，４００円 

多目的ホール 控室２ ６，６００円 ６，８００円 

 控室３ ６，６００円 ６，８００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１(１)から(３)までに係る規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による

こととするもの 
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議案第７６号  

 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例(平成９年相模原市条例第９号)の一部を次

のように改正する。 

別表第１第１項第１号の表中 

「    

 

２５，３００円 ３２，８００円 

 を １４，１００円 １８，２００円 

１４，１００円 １８，２００円 

   」 

「    

 

２６，８００円 ３４，８００円 

 に改める。 １５，０００円 １９，３００円 

１５，０００円 １９，３００円 

   」 

 別表第２展示室の部ピンスポットライトの項を削る。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、

公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項第１号の規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係
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る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例

による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立相

模原市民ギャラリーの利用に係る使用料の規定の改正その他所要の改正をいたし

たく提案するものである。 
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議案第７６号関係資料 

 

   相模原市立相模原市民ギャラリー条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立相模原市民ギャラリーの利用に係る使用料の規定の改正(別表第１

関係) 

  展示室の基本使用料  

区分 

１日当たりの使用料 

現行 改定後 

平日 
土曜日・日曜

日・休日 
平日 

土曜日・日曜

日・休日 

第１展示室 25,300 円 32,800 円 26,800 円 34,800 円 

第２展示室 14,100 円 18,200 円 15,000 円 19,300 円 

第３展示室 14,100 円 18,200 円 15,000 円 19,300 円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係る使用料について適用

し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によることとするも

の 
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議案第７７号  

 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の一部を改正する条例について 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の一部を改正する条例 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例(平成１３年相模原市条例第２号)の一部を次

のように改正する。 

第２０条第１項中「かつ、」の次に「特に緊急を要するため」を加え、「いとま

がない」を「時間的余裕がないことが明らかである」に改める。 

「    「    

 別表第１第１項の表中 

175,700 円 

  を 

 228,400円  

に改め、別表第 

228,400 円 

 

296,900円  

39,500 円  51,300円  

51,300 円 

 

66,700円 

 

7,400 円  9,600円  

11,900 円  15,400円  

7,400 円  9,600円  

11,900 円  15,400円  

5,900 円  7,600円  

9,800 円  12,700円  

  」    」  

１第２項第２号中「(１)」を「前号」に改める。 
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「    「    

 別表第２第１項の表中 

7,600 円  

を 

 7,900円  

に改める。 

11,000 円   14,300円  

11,000 円 
  

 14,300円 
  

3,100 円  4,000円 

3,100 円   4,000円  

9,200 円   11,900円  

  」    」  

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項及び別表第２第１項の規定は、令和１０年１月１日以

後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお

従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う杜
もり

のホールは

しもとの利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するも

のである。 
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議案第７７号関係資料 

 

   相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

杜
もり

のホールはしもとの利用に係る料金の規定の改正(別表第１及び別表第２関

係) 

（１）施設の基本利用料金 

利用区分 

 

施設 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改定後 

ホール 平日 １７５，７００円 ２２８，４００円 

 土曜日 

日曜日 

休日 

２２８，４００円 ２９６，９００円 

多目的室 平日 ３９，５００円 ５１，３００円 

 土曜日 

日曜日 

休日 

５１，３００円 ６６，７００円 

練習室１ ７，４００円 ９，６００円 

練習室２ １１，９００円 １５，４００円 

練習室３ ７，４００円 ９，６００円 

音楽スタジオ １１，９００円 １５，４００円 

セミナールーム１ ５，９００円 ７，６００円 

セミナールーム２ ９，８００円 １２，７００円 

（２）附属設備の利用料金 

 

区分 

 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改定後 

ホール 楽屋１ ７，６００円 ７，９００円 
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 楽屋２ １１，０００円 １４，３００円 

 楽屋３ １１，０００円 １４，３００円 

 控室 ３，１００円 ４，０００円 

多目的室 楽屋Ａ ３，１００円 ４，０００円 

 楽屋Ｂ ９，２００円 １１，９００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

  １(１)及び(２)に係る規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係る料金に

ついて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によること

とするもの 
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議案第７８号  

 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の一部を改正する条例に

ついて 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

  

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の一部を改正する条例 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例(平成１９年相模原市条例第４４

号)の一部を次のように改正する。 

「   

 別表第１項第１号の表中 

３６，４００円  

４７，３００円 

 

４，８００円 
 

  」 

「   

を 

４７，１００円 

 に改める。 
６１，１００円 

５，４００円 

  」 

附 則 
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 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号の規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

小田急相模原駅文化交流プラザの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案す

るものである。 
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議案第７８号関係資料 

 

   相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザの利用に係る料金の規定の改正(別

表関係) 

施設の基本利用料金  

利用区分 

施設 

１日(午前９時から午後１０時まで) 

現行 改定後 

多目的ルーム 平日 ３６，４００円 ４７，１００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

４７，３００円 ６１，１００円 

ミーティングルーム１ 
４，８００円 ５，４００円 

ミーティングルーム２ 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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議案第７９号  

 

相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例について 

相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例 

相模原市立城山文化ホール条例(平成２３年相模原市条例第２号)の一部を次のよ

うに改正する。 

「   

 ４１，２００円  

 

 別表第１項第１号の表中 ５３，５００円  を 

 ６，２００円  

  」 

「 

 ５３，５００円  

 

  ６９，５００円  に改め、別表第２項の表中 

 ８，０００円  

  」 

「 

 １，８００円 
 を 

 ２，４００円 

                   」 

「 
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 ２，３００円 
 に改める。 

 ３，１００円 

                   」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号及び第２項の規定は、令和１０年１月１日以後の利

用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の

例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

城山文化ホールの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 
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議案第７９号関係資料 

 

   相模原市立城山文化ホール条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立城山文化ホールの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

（１）施設の基本利用料金 

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現行 改定後 

多目的ホール 平日 ４１，２００円 ５３，５００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

５３，５００円 ６９，５００円 

リハーサル室 ６，２００円 ８，０００円 

（２）附属設備の利用料金 

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現行 改定後 

楽屋１ １，８００円 ２，３００円 

楽屋２ ２，４００円 ３，１００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１(１)及び(２)に係る規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係る料金に

ついて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によること

とするもの 
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議案第８０号  

 

相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

 相模原市立ふれあいセンター条例(平成１１年相模原市条例第３３号)の一部を次

のように改正する。 

別表第２第１号アの表交流広場の項中「５，８００円」を「７，５００円」に改 

 「    「    

  ４，４００円    ５，５００円   

  ４，４００円    ５，５００円   

め、同号イの表中  ５，８００円  を  ７，１００円  に、 

  ５，０００円    ６，１００円   

  ２，０００円    ２，６００円   

   」    」  

「    「    

 １，８００円  
を 

 １，９００円  
に改める。 

 １，２００円   １，３００円  

  」    」  

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第２第１号ア及びイの規定は、令和９年７月１日以後の利用に係

る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によ

る。 
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提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

新磯ふれあいセンター及び相模原市立東林ふれあいセンターの利用に係る料金の

規定を改正いたしたく提案するものである。 
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 議案第８１号 

 

相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例 

相模原市立けやき体育館条例(平成１５年相模原市条例第２９号)の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１第１項第１号の表体育室の項中「１０，９５０円」を「１４，２００円」

に、「２１，９００円」を「２８，４００円」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項第１号の規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る

料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

けやき体育館の利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 
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議案第８１号関係資料 

 

   相模原市立けやき体育館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立けやき体育館の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

施設の専用利用の基本利用料金 

施設 利用単位(時間) 
利用料金 

現行 改定後 

体育室 １／２ １日 

(９時～２２時) 

１０，９５０円 １４，２００円 

全面 ２１，９００円 ２８，４００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 

62



 議案第８２号 

 

相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター条例の一部を改正する条例に

ついて 

相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター条例の一部を改正する条例 

相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター条例(平成１７年相模原市条例第９３

号)の一部を次のように改正する。 

 「    

  ４，８００円   

  ４，５００円   

 別表第１号の表中  ２，４００円  を 

  ２，７００円   

  １，６００円   

   」  

「    

 ５，６００円   

 ５，３００円   

 ２，９００円  に改める。 

 ３，０００円   

 ２，０００円   

  」  

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 
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(経過措置) 

２ 改正後の別表第１号の規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る料金につい

て適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

さがみ湖リフレッシュセンターの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案す

るものである。 
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議案第８２号関係資料 

 

   相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立さがみ湖リフレッシュセンターの利用に係る料金の規定の改正(別

表関係) 

基本利用料金 

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現行 改定後 

ふれあいルーム１ ４，８００円 ５，６００円 

ふれあいルーム２ ４，５００円 ５，３００円 

研修室 ２，４００円 ２，９００円 

調理実習室 ２，７００円 ３，０００円 

会議室 １，６００円 ２，０００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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議案第８３号関係資料 

 

   相模原市立産業会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立産業会館の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

施設の基本利用料金 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現行 改定後 

展示室 １７，０００円 １７，８００円 

国際商談室 １８，５００円 １９，３００円 

大研修室 ２１，０００円 ２１，９００円 

小研修室 ５，７００円 ６，０００円 

ＯＡ研修室 １０，８００円 １１，３００円 

多目的室 １２，８００円 １３，５００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和１０年１月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第８４号 

 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例(平成１５年相模原市条例第４６号)の一

部を次のように改正する。 

              「 

 ２９，７００円 

 を 

 

４０，３００円 

 １６，２５０円 

 ３２，５００円 

 ８，０５０円 

別表第１第１項第１号の表中 
１６，１００円 

７，１００円 

 ７，２００円 

 ５，６００円 

 ７，１００円 

 ２，８００円 

 ５，６００円 

 ７，１００円 

 １３，９００円 

」 
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「 

３１，９００円 

 に改める。 

４３，３００円 

１８，３００円 

３６，６００円 

８，７５０円 

１７，５００円 

７，８００円 

７，９００円 

５，８００円 

７，８００円 

３，０５０円 

６，１００円 

７，８００円 

１５，２００円 

                 」 

 附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１第１項第１号の規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る

料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

勤労者総合福祉センターの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するもの

である。 
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議案第８４号関係資料 

 

   相模原市立勤労者総合福祉センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立勤労者総合福祉センターの利用に係る料金の規定の改正(別表第１

関係) 

施設の専用利用の基本利用料金 

区分 

１日 

(午前９時～午後１０時) 

現行 改定後 

ホール 平日 ２９，７００円 ３１，９００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

４０，３００円 ４３，３００円 

多目的室 

 

１／２ １６，２５０円 １８，３００円 

全面 ３２，５００円 ３６，６００円 

第１研修室 

 

１／２ ８，０５０円 ８，７５０円 

全面 １６，１００円 １７，５００円 

第２研修室 ７，１００円 ７，８００円 

第１会議室 ７，２００円 ７，９００円 

第２会議室 ５，６００円 ５，８００円 

工芸室 ７，１００円 ７，８００円 

教養文化室 １／２ ２，８００円 ３，０５０円 

全面 ５，６００円 ６，１００円 

音楽練習室 ７，１００円 ７，８００円 

リハーサル室 １３，９００円 １５，２００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和９年１月１日 

（２）経過措置 
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１に係る規定は、令和９年７月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第８５号 

 

相模原市立鳥居原ふれあいの館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立鳥居原ふれあいの館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立鳥居原ふれあいの館条例の一部を改正する条例 

相模原市立鳥居原ふれあいの館条例(平成１７年相模原市条例第１２５号)の一部

を次のように改正する。 

別表研修・練習室の項中「１，６００円」を「１，８００円」に、「８００円」

を「９００円」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ 改正後の別表の規定は、令和９年４月１日以後の利用に係る料金について適用

し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

鳥居原ふれあいの館の利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものであ

る。 
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議案第８５号関係資料 

 

   相模原市立鳥居原ふれあいの館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立鳥居原ふれあいの館の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

区分 単位 
利用料金 

現行 改定後 

研修・練習室 １時間につき 全室 １，６００円 １，８００円 

半室 ８００円 ９００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和９年４月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第８６号 

 

相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立環境情報センター条例(平成１７年相模原市条例第１２６号)の一部を

次のように改正する。 

 別表第１項の表学習室の項中「５，９００円」を「６，４００円」に改め、同表

活動室の項中「４，６００円」を「５，０００円」に改める。         

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ 改正後の別表第１項の規定は、令和９年４月１日以後の利用に係る料金につい

て適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

環境情報センターの利用に係る料金の規定を改正いたしたく提案するものである。 
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議案第８６号関係資料 

 

   相模原市立環境情報センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立環境情報センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

  基本利用料金  

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現行 改定後 

学習室 ５，９００円 ６，４００円 

活動室 ４，６００円 ５，０００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

   １に係る規定は、令和９年４月１日以後の利用に係る料金について適用し、 

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第８７号 

 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例(昭和６２年相模原市条例第１０号)の一部

を次のように改正する。 

第１４条第１項中「かつ、」の次に「特に緊急を要するため」を加え、「いとま

がない」を「時間的余裕がないことが明らかである」に改める。 

別表個人の項中「４５０円」を「５００円」に、「１５０円」を「１６０円」に

改め、同表団体(２０人以上)の項中「３６０円」を「４００円」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和９年１月１日から施行する。   

  

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市立相

模川ふれあい科学館の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたした

く提案するものである。 
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議案第８７号関係資料 

 

   相模原市立相模川ふれあい科学館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立相模川ふれあい科学館の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

区分 
大人 小人 

現行 改定後 現行 改定後 

個人 ４５０円 ５００円 １５０円 １６０円 

団体(２０人以上) １人につき 

３６０円 

１人につき 

４００円 

１人につき 

１２０円 
改定なし 

２ 施行期日 

  令和９年１月１日 
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議案第８８号  

 

相模原市営霊園条例の一部を改正する条例について 

相模原市営霊園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市営霊園条例の一部を改正する条例 

 相模原市営霊園条例(平成２年相模原市条例第９号)の一部を次のように改正する。 

 第２５条第４項中「当該」を「、当該」に改める。 

 第２７条第５項中「３００円」を「３９０円」に改める。 

  附 則  

この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市営霊

園の使用許可証の再交付及び書換えに係る手数料の規定の改正その他所要の改正

をいたしたく提案するものである。  
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議案第８８号関係資料 

 

   相模原市営霊園条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市営霊園の使用許可証の再交付及び書換えに係る手数料の規定の改正

(第２７条関係) 

単位 
金額 

現行 改定後 

１件につき  ３００円  ３９０円 

２ 施行期日 

  令和９年１月１日 
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議案第８９号  

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の 

一部を改正する条例について 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の 

一部を改正する条例 

 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例(昭和４７

年相模原市条例第１２号)の一部を次のように改正する。 

 別表第１家庭系廃棄物の項中「３６０円」を「４６０円」に、「２８０円」を

「３６０円」に、「３，２００円」を「４，１００円」に、「２，０００円」を 

「２，６００円」に、「４００円」を「４３０円」に、「２，９００円」を 

「３，７００円」に、「２４０円」を「２７０円」に改め、同表事業系一般廃棄物

の項中「４１０円」を「５３０円」に、「３７０円」を「４８０円」に、「２５０円」

を「２７０円」に改め、同表動物の死体の項中「４，３００円」を「５，５００円」

に改める。 

 別表第２中「２５０円」を「２７０円」に改める。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の別表第１(特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成

１０年法律第９７号)に規定する再商品化等に必要な料金を支払済みのものに限

る。)のうち市が収集し、及び運搬するもの並びに粗大ごみのうち市が収集し、

運搬し、及び処分するものに係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日
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以後に市が収集及び運搬の申込み又は収集、運搬及び処分の申込み(以下「収集

等の申込み」という。)を受けるものについて適用し、同日前に市が収集等の申

込みを受けたものについては、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益と負担の適正化、ごみの発生及び排出の抑制による減量化及び資源化の推

進並びに最終処分場の延命化を図るため、一般廃棄物処理手数料等の規定を改正

いたしたく提案するものである。  
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議案第８９号関係資料 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の

改正の概要 

１ 改正の内容 

一般廃棄物処理手数料等の規定の改正(別表第１及び別表第２関係） 

（１）ごみ処理手数料等

区分 現行 改定後 

特 定 家 庭 用

機 器 廃 棄 物

(家電リサイ

クル法品目)

※ 

収集及び運搬 

１個につき 3,200円 １個につき 4,100円 

搬入 

１個につき 2,000円 １個につき 2,600円 

粗大ごみ 収集、運搬及び

処分 

１０kgにつき400円を

基準として品目別に

規則で定める額 

１０kgにつき430円を

基準として品目別に

規則で定める額 

搬

入 

スプリング

付きベッド

マットレス

１個につき2,900円に

１０kgにつき240円を

加算した額 

１個につき3,700円に

１０kgにつき270円を

加算した額 

スプリング

付きベッド

マットレス

以外 

１０kgにつき 240円 １０kgにつき 270円 

上 記 以 外 の

家 庭 系 廃 棄

物 

収集、運搬及び

処分(１００kg

以上) 

１０kgにつき 400円 １０kgにつき 430円 

搬入 １０㎏につき 240円 １０kgにつき 270円 

事業系一般廃棄物の搬入 １０kgにつき 250円 １０kgにつき 270円 

動物の死体の搬入 １体につき 4,300円 １体につき 5,500円 
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産業廃棄物の搬入 １０kgにつき 250円 １０kgにつき 270円 

  ※ 特定家庭用機器廃棄物(家電リサイクル法品目)とは、特定家庭用機器再商

品化法(平成１０年法律第９７号)に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち、

再商品化等に必要な料金を支払済みのものをいう。 

（２）し尿等処理手数料 

  ア し尿 

区分 現行 改定後 

家庭系し尿 

 

(世帯人員１人当たり月３６

リットル以下の場合) 

１人につき月額 

360円 460円 

(人員によりがたい場合) 

３６リットルにつき 
360円 460円 

事業系し尿 ３６リットルにつき 410円 530円 

  イ 浄化槽汚泥等 

区分 現行 改定後 

家庭系浄化槽汚泥等 ３６リットルにつき 280円 360円 

事業系浄化槽汚泥等 ３６リットルにつき 370円 480円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和９年１月１日 

（２）経過措置 

   １(１)(特定家庭用機器廃棄物(家電リサイクル法品目)のうち市が収集し、

及び運搬するもの並びに粗大ごみのうち市が収集し、運搬し、及び処分するも

のに係る部分に限る。)に係る規定は、令和９年１月１日以後に市が収集及び

運搬の申込み又は収集、運搬及び処分の申込み(以下「収集等の申込み」とい

う。)を受けるものについて適用し、同日前に市が収集等の申込みを受けたも

のについては、なお従前の例によることとするもの 
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 議案第９０号 

 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例について 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例 

相模原市手数料条例(平成１２年相模原市条例第７号)の一部を次のように改正す

る。 

別表第３第１号の表７の項中「４７０円」を「５６０円」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、都市計画法

(昭和４３年法律第１００号)に基づく事務に係る手数料の規定を改正いたしたく

提案するものである。 
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議案第９０号関係資料 

 

   相模原市手数料条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

都市計画法(昭和４３年法律第１００号)に基づく事務に係る手数料の規定の改

正(別表第３関係) 

手数料を徴収する事務 単位 
金額 

現行 改定後 

開発登録簿の写しの交付 １枚 ４７０円 ５６０円 

２ 施行期日 

  令和９年１月１日 

86



 議案第９１号 

 

相模原市立地域センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立地域センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立地域センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立地域センター条例(平成１７年相模原市条例第１１１号)の一部を次の

ように改正する。 

     「       「 

 

 

          」       」 

 附 則 

 この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

地域センターの利用に係る使用料の規定を改正いたしたく提案するものである。 

  

330 円 
を 

400 円  

160 円 200 円 
別表第２中 に改める。 
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議案第９１号関係資料 

 

   相模原市立地域センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立地域センターの利用に係る使用料の規定の改正(別表第２関係) 

名称 
施設 

区分 

使用 

単位 
利用者区分 

使用料 

現行 改定後 

相模原市立西

青山地域セン

ター 

浴室 １回 大人 ３３０円 ４００円 

小人(中学生以下) １６０円 ２００円 

２ 施行期日 

 令和９年１月１日 
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議案第９２号  

 

相模原市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

相模原市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年５月２９日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例 

相模原市立学校の設置に関する条例(昭和３９年相模原市条例第３０号)の一部を

次のように改正する。 

別表第１相模原市立並木小学校の項及び相模原市立湘南小学校の項を削る。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 (相模原市立学校体育施設使用料条例の一部改正) 

２ 相模原市立学校体育施設使用料条例(平成１７年相模原市条例第１６３号)の一

部を次のように改正する。 

     「     
 「  

別表第１中 
相模原市立湘南小学校  

に改 を 相模原市立広陵小学校  
相模原市立広陵小学校  

  」 
  」   

   
 める。 

 

提案の理由 

  光が丘周辺地域及び城山地区における学校再編に伴い、相模原市立並木小学校

及び相模原市立湘南小学校を廃止いたしたく提案するものである。 
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議案第９２号関係資料(その１) 

 

 

案 内 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の概要   

位 置 相模原市中央区並木２丁目１６番１号 

設置年月日 昭和４９年４月１日 

構 造 鉄筋コンクリート造３階建等 

延べ床面積 ６，８２９．５２㎡ 

相模原市立並木小学校 

  

並木(１) 
弥栄(２) 

相生(３) 

光が丘(３) 

陽光台(４) 

陽
光
台(

２)
 

光が丘小学校 

千代田(５) 

千代田(６) 

千代田(７) 

光が丘(１) 

光が丘(２) 

並木(２) 

弥栄(３) 

弥栄小学校 

弥栄中学校 

県立相模原 

弥栄高校 
並木(３) 

青葉(１) 

並木(４) 

星
が
丘(

３)
 

陽光台(３) 

千代田(４) 
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議案第９２号関係資料(その２) 

 

 

案 内 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の概要   

位 置 相模原市緑区小倉１５７３番地 

設置年月日 明治３９年５月１４日 

構 造 鉄筋コンクリート造３階建等 

延べ床面積 ２，２８１．００㎡ 

大 島 

小 倉 

相模川 

相模川自然の村公園 

葉山島 

相模原市立湘南小学校 
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 議案第９３号 

 

相模原市立津久井生涯学習センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立津久井生涯学習センター条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

令和８年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市立津久井生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立津久井生涯学習センター条例(平成１７年相模原市条例第１５８号)の

一部を次のように改正する。 

別表第２号の表中「４１０円」を「５００円」に改め、同表備考１中「の１０円

未満の端数を切り捨てた額」を削る。 

 附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第２号の規定は、令和９年３月１日以後の利用に係る使用料につ

いて適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

津久井生涯学習センターの利用に係る使用料の規定を改正いたしたく提案するも

のである。 
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議案第９３号関係資料 

 

   相模原市立津久井生涯学習センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立津久井生涯学習センターの利用に係る使用料の規定の改正(別表関

係) 

区分 
１時間当たりの使用料 

現行 改定後 

体育館 ４１０円 ５００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和９年１月１日 

（２）経過措置 

１に係る規定は、令和９年３月１日以後の利用に係る使用料について適用し、

同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によることとするもの 
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